
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  小規模企業共済の承継 

Ｑ：私は、小規模企業共済に加入していま

すが、事業を息子に承継させるに当たり、小

規模共済も引き継がせようと思っています。

この場合、どのような取扱いになりますか？ 

 

Ａ：贈与税の対象になります。 

【解説】 

小規模企業共済は、個人事業者の退職金制

度ともいえるものですが、節税効果もあるこ

とから結構人気が高いようです。 

この小規模企業共済の引継ぎについては、

配偶者や子供が個人事業の全部を一人で譲り

受ける場合や相続により引き継いだ場合で、

次の要件のいずれも満たす場合に限り、引き

継ぎが認められています。 

①  旧契約者に共済事由が生じても共済金の

請求をしないこと 

②  共済事由が生じてから１年以内に申し出

ること 

③  申し出た者が小規模企業者に該当してお

り、制度の加入資格を有していること 

つまり、事業の全部を譲渡して承継する場

合と相続により承継する場合に引継ぎが認め

られるのですが、これについては次のように

取り扱われます。 

・ 相続により引き継いだ場合・・・相続税の

対象になります。 

・ 事業の全部を譲渡して承継する場合・・・

贈与税の対象になります。なお、この場合

の課税対象となる額は、旧契約者が積み立

てた納付済みの掛金相当額となります。 
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